
独立行政法人海洋研究開発機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成20年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

　　役員報酬については機構の役員報酬規程に基づき支給している。
　　このうち、期末特別手当については「文部科学省独立行政法人評価委員会が行う
　　業績評価の結果を勘案し、その者の職務実績に応じ、理事長がこれを増額し、
　　又は減額することができる」としており、平成20年度においては当該規定に基づき
　　平成19年度の業績評価を反映している。

改定なし

改定なし

該当なし

改定なし

改定なし
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２　役員の報酬等の支給状況

平成20年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

20,083 13,056 5,722 1,305 （特別調整） *

千円 千円 千円 千円

425 （通勤） 3月31日 ※
15,709 9,936 4,354 993 （特別調整）

千円 千円 千円 千円

403 （通勤） *

15,688 9,936 4,354 993 （特別調整）
千円 千円 千円 千円

319 （通勤） ※
15,603 9,936 4,354 993 （特別調整）

千円 千円 千円 千円

216 （通勤） ※

12,054 8,520 2,466 852 （特別調整） 4月1日
千円 千円 千円 千円

1,188 1,188
（　　　　）

注１：「特別調整手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給
されているものである。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
        退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
        独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。
注3：千円以下の切り捨てのため、総額が内訳の合計と合わない場合がある。

３　役員の退職手当の支給状況（平成20年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

695 5 6 H21.3.31 - ※

千円 年 月

2,130 2 H20.3.31 1.0 ※

注１：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った

事由を記入している。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。

        退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
        独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

A理事

B理事

摘　　要

C理事

監事

当該役員の業績勘案率が
決定されてから支給される
退職手当の額が未支給で
ある（業績勘案率導入前の
期間に係わる退職手当の支
給)。

評価委員会による業績評価
の結果に基づき、左記業績
勘案率により支給。

前職

法人の長

理事

A監事

B監事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人での在職期間

法人の長

２０歳 ５６歳２８歳２４歳 ６０歳…………………………………………………… （国）（平均）（第１分位）（平均）（第３分位）２人 ５人 １１人 ９人 (人)(千円)
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

    業務運営の効率的、効果的推進のために、優秀な人材の確保、適切な配置及び
　　資質の向上を目指し、各事業の遂行に必要とされる人員配置計画を定め、
　　適切な職員の配置を行い、人件費の管理を行っている。

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

    中期計画に定める人件費の算定ルールによる算出される総額を踏まえ、業務の実績を
　　考慮し、かつ社会一般の情勢に適合したものとなるよう定める。

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成20年度における給与制度の主な改正点

・通勤手当の支給単位を、国家公務員同様とし、６か月の定期券の価額をもって支給するよう
　改正。

・非管理職にかかる期末手当を年０．１５月削減。

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

238 43.1 7,821 5,562 94 2,259
人 歳 千円 千円 千円 千円

126 42 7,618 5,396 117 2,222
人 歳 千円 千円 千円 千円

63 43.2 8,265 5,902 118 2,363
人 歳 千円 千円 千円 千円

49 45.5 7,775 5,555 3 2,220
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

注：当法人における在外職員は１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから記載を省略した。

在外職員

人員

　
    職員の勤務成績は人事評価によって判定し、特別昇給及び昇格に伴う号給への
　　反映等を実施しているところである。平成20年度より、勤務成績の給与への反映の度合いを
　　高めることを目的とした人事評価制度を導入し、評価結果を昇給及び期末手当に反映する
　　制度の運用を開始した。

課長代理級以上職員については、業績評価に応じて昇給号数を６～２号
の間で決定し、その他の職員については、成績優秀者に対して最大4号俸
の昇給を行う。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

本給

制度の内容

区分

常勤職員

業績評価に応じて、支給割合を決定する。

うち所定内

研究職種

うち賞与

船員職種

期末手当

事務・技術

平均年齢
平成20年度の年間給与額（平均）

総額
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人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

注：医療職種、教育職種について表示を省略している。また、非常勤職員がいないため記載を省略した。

（年俸制職員）

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

462 39.6 6,091 5,994 124 97
人 歳 千円 千円 千円 千円

109 43.3 6,997 6,616 163 381
人 歳 千円 千円 千円 千円

249 38.9 6,913 6,901 109 12
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

23 32.5 5,017 5,017 97 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

81 38.9 2,649 2,649 126 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 62.2 10,045 10,045 181 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 62.5 8,114 8,114 124 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 61.8 12,942 12,942 267 0

注：医療職種、教育職種について表示を省略している。また、非常勤職員がいないため記載を省略した。

研究職種

船員職種

在外職員

任期付職員

事務・技術

任期付職員

事務・技術

スタッフアシスタント

再任用職員

研究職種

事務・技術

研究職種

船員職種

ポスドク研究員

スタッフアシスタント

再任用職員

うち賞与人員

船員職種

事務・技術

常勤職員

事務・技術

区分

研究職種

総額
うち所定内平均年齢

平成20年度の年間給与額（平均）

研究職種

ポスドク研究員

２０歳 ５６歳２８歳２４歳 ……………………………………………………２人 ５人
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

5 55.5 12,039 12,236 12,279

36 51.6 9,602 10,304 11,069

24 44.1 6,977 7,577 8,014

53 35.5 4,949 5,645 6,227

8 28.0 3,483 3,987 4,252

（研究職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

3 56.2 12,668

14 46.6 8,486 9,412 10,507

17 45.4 7,884 8,523 8,769

25 38.8 6,634 6,896 7,231

4 39.0 6,543

分布状況を示すグループ 平均

注：32-35歳、48-51歳、52-55歳、56-59歳の職員については4名以下のため、第1・第3分位を表示しない。

本部研究課長補佐

注：該当者が４名以下の職員については、第1・第3分位を表示しない。

本部研究員

本部研究部長

本部部長

本部課長

本部主任研究員

本部係員

本部研究課長

平均年齢人員分布状況を示すグループ

本部課長補佐

平均年齢

本部係長

年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以
下、⑤まで同じ。〕

平均

人員
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③

区分 計 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人 人 人

126 5 36 24 23 30 8 0
（割合） （4.0%） （28.6%） （19.0%） （18.3%） （23.8%） （6.3%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

58 59 57 50 41 35

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

52 44 40 35 28 24
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

8,826 8,425 6,370 5,086 4,609 3,276

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

8,031 5,564 4,603 4,086 3,000 2,510
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

12,755 11,934 8,609 7,135 6,397 4,526

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

11,877 7,697 6,467 5,766 4,161 3,483

区分 計 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級

標準的

な職位
人 人 人 人 人 人 人 人

63 3 16 12 26 6 0 0
（割合） (4.8%） (25.4%） (19.0%） (41.3%） （9.5%） （　 　　%） （　 　　%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

58 57 48 45 39

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

53 42 40 39 33
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

8,643 8,205 6,589 5,635 4,703

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

8,471 5,554 5,239 4,234 4,201
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

12,891 11,758 8,888 7,699 6,561

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

12,239 7,684 7,371 5,961 5,857

④

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

70 70 70
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 30 30 30

％ ％ ％

         最高～最低 　45～15　　 　45～15　　 　45～15　　

％ ％ ％

70 70 70
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 30 30 30

％ ％ ％

         最高～最低 　　33.6～25.5　　 　　33.6～25.5　　 　　33.6～25.5　　

主任研究
員

区分

副主事

研究員

主任 副主任主幹

人員

（研究職員）

年間給与
額(最高～

最低)

賞与（平成20年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

年齢（最高
～最低）

主任研究
員

所定内給
与年額(最
高～最低)

（事務・技術職員）

年齢（最高
～最低）

研究員 研究員

副主幹

 職級別在職状況等（平成21年４月１日現在）（事務・技術職員／研究職員）

主事

所定内給
与年額(最
高～最低)

上席研究
員

年間給与
額(最高～

最低)

一般
職員

上席研究
員

統括

管理
職員

人員

（事務・技術職員）
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夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

70 70 70
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 30 30 30

％ ％ ％

         最高～最低 　45～15　　 　45～15　　 　45～15　　

％ ％ ％

70 70 70
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 30 30 30

％ ％ ％

         最高～最低 　　33.6～25.5　　 　　33.6～25.5　　 　　33.6～25.5　　

⑤

115.5

107.9

96.6

95.2

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出している。

対他法人

（研究職員）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

区分

対国家公務員（行政職（一））

（研究職員）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

（事務・技術職員）

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／研究職
員)（ただし、在外職員、任期付職員を除く。）

対国家公務員（行政職（一））

対他法人
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給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 117.4

参考 学歴勘案　　　　　　 111.1

地域・学歴勘案　　　115.6

【累積欠損額について】
累積欠損額346,010,063円（平成19年度決算）

【検証結果】
累積欠損額は、前年（平成18年度決算）に対して減少しており、人件費がこ
れを増加させる要因とはなっていないものと考えられる。

対国家公務員　　115.5

①平成22年度に見込まれる対国家公務員指数
　　　年齢：116.4未満
　　　年齢・地域・学歴：115.3未満
②講ずる措置
　　非管理職に対する期末手当支給月数を0.3月削減するとともに、
     管理職については役職手当の給付水準を改めるなど、職員給与の
     適切な水準の確保に努める。
③給与水準の目標及び期限
　　　目標：①に同じ
　　　期限：平成22年度に係る指数において達成を期限とする。

なお、海洋研究開発機構は、独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月
24日閣議決定）において、独立行政法人防災科学技術研究所と統合するこ
ととされている。

講ずる措置

１．当機構は、地球環境観測、地球環境予測、地球内部ダイナミクス、海洋・
極限環境生物及びシミュレーションに関する研究の他、海洋に関する基盤技
術開発において世界のトップレベルをリードする、極めて高度な知識を有す
る研究者を有しており、事務組織においてはこれらの研究者と一体となり高度
の業務を迅速かつ的確に遂行するため、企画立案力、折衝力及び国際調整
力等の優れた能力の他、当機構の実施する研究内容及び海務に関する専
門的知識を有する人材を必要としている。このため、学歴が大卒以上（特に
理工系修士課程修了者）の者を中心に採用しており、国と比較して大卒以上
の比率が非常に高い。
　　　大学卒以上である職員の割合：
　　　・国家公務員(行政職（一）適用者)：49.1%（うち修士以上卒：4.1%）*
　　　・海洋研究開発機構：90.5%（うち修士以上卒：38.9%）
　　　*：国家公務員給与の概要（平成20年8月）による

２．当機構は、研究者の流動性を維持し世界最先端の研究水準を維持する
ために研究者の多くを任期制職員として雇用しているとともに、研究遂行上必
要とされる色々の役割と業態に対応するべく複数の雇用形態を併用した人員
体制を採っており、多様な人員の管理に係る綿密な業務については各研究
組織に事務部門をおき、研究推進に係る事務管理を一手に担う体制を採っ
ている。また、当機構においては8隻に及ぶ船舶の運航管理及び勤務形態
の複雑な船員の人員管理を行う事務組織が不可欠である。当機構において
は経営企画室、総務部、経理部等といった管理部門と、研究推進部門及び
船舶運航部門とが密に連携して迅速に判断を下し、高度な業務を遂行する
必要があるため、各事務組織において多くの管理職員を必要としている。こ
れらの組織においては業務の効率化を推進した結果、常勤職員においては
より担当業務が高度化する傾向にあり、その結果として国家公務員に比較し
て管理職員の割合が高くなっている。
　　管理職員の割合
　　・国家公務員：13.9%（平成20年国家公務員給与等実態調査結果におけ
る行政職（一）6級以上の割合）
　　・海洋研究開発機構：33%

内容

指数の状況

【国からの財政支出について】
支出予算に占める国からの財政支出の割合　89.3％
支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合13.7％
（国からの財政支出額　38,760,128,000円、支出総額　47,743,908,857円：平
成20年度決算（但し、決算確定前の暫定値））

【検証結果】
支出予算の総額に対する国からの財政支出の割合については、当機構が独
立行政法人として公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び
事業を実施するものであることから、上記のとおりとなっているものと考えられ
る。

　給与水準の適切性の
　検証

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

項目
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成20年度）

前年度
（平成19年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項
①給与、報酬等支給総額及び最広義人件費について

　○人件費の増減分析

3.34

区　　分

95,486 6.50

　○中期目標に示された人件費削減の取組に関する事項
　「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成十八年法律第四十
七号）」を踏まえ、平成18年度以降の５年間で国家公務員に準じた人件費削減を行うとともに、職員
の給与については、その合理性について検証を行い、「経済財政運営と構造改革に関する基本方
針2006」（平成18年7月7日閣議決定）に基づき、人件費改革の取組を平成23年度まで継続するも
のとする。役職員の給与については、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを
行う。理事長の報酬については、同計画を踏まえ、各府省事務次官の給与の範囲内とする。

②人件費削減の取組の状況

　　給与、報酬等支給総額が前年に比べ84,488千円の増額となった主たる理由としては、
　研究職を中心とする任期制職員の増加によるものである。
　　退職手当の支給額は、定年退職者の増加のため42,426千円の増額となった。
　　非常勤役職員等給与は、派遣職員の増加、特に船員派遣の増加により99,233千円の増額と
なった。
　　福利厚生費は、任期制職員の増加及び社会保険料の料率引き上げに伴い、95,486千円の
　増額となった。
　　以上から、最広義人件費としては前年に比べ321,633千円の増額となった。

19.54
退職手当支給額

259,527

対前年度比

給与、報酬等支給総額

84,488 △ 6.706,531,606

72,673

△ 468,970

比較増△減
中期目標期間開始時（平成
17年度）からの増△減

76,971

非常勤役職員等給与

9,199,308 8,877,675

38.89217,101 42,426

844,035

　○中期計画において設定した「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する
法律」（平成18年法律第47号）において削減対象とされた人件費については、平成22年度までに平
成17年度と比較し５％以上削減するとともに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」
（平成18年７月７日閣議決定）に基づき、人件費改革の取り組みを平成23年度まで継続する。但し、
以下の人員に係る人件費は、上述の人件費改革における削減対象から除外する。
・ 競争的研究資金または受託研究もしくは共同研究のための民間からの外部資金により雇用される
任期制職員
・ 国からの委託費または補助金により雇用される任期制研究者
・ 運営費交付金により雇用される任期制研究者のうち、国策上重要な研究課題（第三期科学技術
基本計画（平成18年3月28日閣議決定）において指定されている戦略重点科学技術をいう。）に従
事する者および若手研究者（平成17年度末において37歳以下の研究者をいう。）
また、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分についても削減対象から除く。

297,156

1,468,654 5.18

13.32

最広義人件費 3.62%

区分

616,482

福利厚生費

給与、報酬等支給総額

321,633 3.62
最広義人件費

99,233

1,564,140

270.92

1.31%

744,802

1.316,447,118
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　　　　           　　　総人件費改革の取組状況

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

5,868,323 5,288,253 4,714,984 4,619,165

△ 9.9 △ 19.7 △ 21.3

△ 9.9 △ 20.4 △ 21.3

注１：「人件費削減率（補正値）とは、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）による
　　　人事院勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率である。なお、平成
　　　１８年、平成１９年、平成２０年の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ０％、
　　　０．７％、０％である。
注２：競争的研究資金又は研究開発独立行政法人の受託研究若しくは共同研究のための民間からの
　　　外部資金又は国からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員、運営費交付金により
　　　雇用される任期付研究者のうち、国策上重要な研究課題（第三期科学技術基本計画（Ｈ１８.3.28
　　　閣議決定）において指定されている戦略重点科学技術をいう。）に従事する者及び若手研究者
　　　（平成１７年度末において３７歳以下の研究者をいう。）を削減対象人件費の範囲から除いている
　　　ため、Ⅲ表の「給与、報酬等支給総額」と削減対象人件費の金額とが異なることとなる。
注３：注２の任期付研究者及び任期付職員の人件費を総額人件費改革に係る削減対象人件費の範囲
　　　から除く前の「給与、報酬等支給総額」（削減対象人件費は、基準年度（平成１７年度）
　　　７，０００，５７６千円、平成１８年度６，９０６，４０３千円及び平成１９年度６，４４７，１１８千円であった。
注４：注３の基準年度（平成１７年度）７，０００，５７６千円の内訳は、昨年度基準値６，９９５，３６１千円と
　　　競争的研究資金により雇用される者５，２１５千円からなるが、この他に、研究開発独立行政法人の
　　　受託研究者若しくは共同研究のための民間からの外部資金により雇用される者が８３９千円あった。
　　　この外部資金８３９千円を昨年度基準値から除外した額が、総務省公表の独立行政法人の役職員
　　　の給与等の水準（平成１９年度）にある６，９９４，５２２千円となる。

　　　
Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし。

人件費削減率
（％）

年　　　度

人件費削減率（補正値）
（％）

給与、報酬等支給総額
（千円）
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